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時
代
区
分

４

Ⅱ

（�）各方面からの尖閣諸島への進出と再度の上申

明治28年
1895年1月14日

明治18年
1885年9月22日

沖縄県令が国標建設を
内務卿に上申。沖縄県が
尖閣諸島を上陸調査

国標建設を閣議決定
沖縄県所轄編入
（領土編入）

日清戦争勃発

1894年7月25日
明治27年

時代区分II

No.15

①熊本方面から尖閣諸島への進出を示す資料

所轄編入の上申

②沖縄県による尖閣諸島の管理の
　試行を示すもしくは示唆する資料

沖縄県知事が所轄
編入、国標建設を
政府に上申（再）

明治26年
1893年11月2日

水産事業者取締を理由に
沖縄県知事が政府に
所轄編入を上申

明治23年
1890年1月13日

1894年5月
明治27年

近来該島ヘ向ケ漁業等ヲ試ミル者有之取締上
ニモ関係不尠義ニ付去ル十八年縷々上申仕候
通本県ノ所轄トシ其目標建設仕度候条至急仰
御指揮度曩キノ上申書及御指令ノ写相添ヘ此
段重テ上申候也（略）

内容見本

所轄編入、国標建設の上申（1893年）
「甲第111号」『帝国版図関係雑件』
1893年（明治26年）11月2日
所蔵：外務省外交史料館

No.14～No.12 No.18～No.17

①沖縄県から政府に再度の上申
　����年（明治��年）の沖縄県の上申は、依然として政府には認められていな
かった。しかし、八重山方面以外からの民間人の進出もあり、尖閣諸島進出は活
発になっていた。そのため、����年（明治��年）��月、沖縄県知事（奈良原繁）は、
内務大臣（井上馨）、外務大臣（陸奥宗光）に宛てて、近年になり尖閣諸島へ出漁
を試みる者がいることを理由に、尖閣諸島の沖縄県への所轄編入と国標建設を
上申した（左囲み）。

②熊本方面から尖閣諸島への進出
　上記、沖縄県知事からの上申は、近年尖閣諸島で漁業を試みる者がおり、その
取締の必要があることを理由にしている。資料調査では、この頃、八重山方面以
外からも野田正（熊本県士族）が率いる漁業者集団が尖閣諸島への出漁を計画し
たことを示す資料や（→No.��）、その動向を報じる新聞記事を確認した（→
No.��）。
　また、����年（明治��年）に沖縄県を訪問し、沖縄本島、宮古諸島および八重
山諸島を実地踏査した笹森儀助がまとめた紀行文の中に、自身が見聞したことと
して、野田の出漁について触れている（→No.��）。
　更に、那覇市歴史博物館からの情報提供により、鹿児島県の官吏（大海原尚
義）が沖縄県知事に野田の出漁について便宜を図るよう依頼したことを示す書簡
が確認された（→No.��）。

③沖縄県による管理の試みを継続
　民間人の尖閣諸島への進出が活発化する中、八重山島役所は、八重山島の農
林水産等についてまとめた報告書中に、漁業者の尖閣諸島への出漁について記し
ている（→No.��）。また、同諸島に出漁した者が遭難したため、発見した場合は届
け出る様、沖縄県知事が告示を行っている（→No.��）。
　また、沖縄県が����年に作成した警察区画の一覧にも尖閣諸島が含まれてい
ることも資料調査によって確認した（→No.��）。

民間人の進出を背景に、沖縄県が、1895年
の所轄編入以前に、引き続き尖閣諸島の管
理の試行を継続していたことが分かる。

　野田正（熊本県士族）が率いる漁業者集団が作成した

尖閣諸島への出漁計画書。同諸島に出漁することを決定

した理由として、淡水があること、鰹（カツオ）や夜光貝が

多く、その他の海産物も少なくないことを上げている。

※資料画像は、神奈川大学常民文化研究所所蔵（祭魚洞文庫）の
『琉球八重山嶋取調書　附録』を法政大学沖縄文化研究所が撮影
（����年（平成��年））したもの。

資料概要 内容見本

今春、野田正、山隈惟男ハ漁業者一名ヲ従ヘ先島列島ノ間ニ渡航

シ探険スル所アリ。遂ニ、八重山諸島ト台湾島トノ間ニアル無人島、

尖閣群島ニ於テ海産物捕獲ノ業ニ従事スル事ニ決ス。

　抑、尖閣群島ハ八重山列島中石垣島ヨリ亥ノ方針海上九十三海

里、台湾島ト相距ルコト百零一海里総テ四島淡水アリ木材アリ。

鱶、鰹、鯨及夜光貝ノ数最モ多ク其他海産少ナキニ非ラズ。

作成年月日 1893年（明治26年）

編著者 -

発行者 -

収録誌 琉球八重山嶋取調書 附録

言語 日本語

媒体種別 紙

公開有無 有

所蔵機関 沖縄県公文書館

利用方法 沖縄県公文書館で利用手続きを行う

1893年（明治26年）
無人嶋海産業着手ノ主旨目的一班12No.

尖閣諸島への出漁計画書

時代区分II （3）-①熊本方面から尖閣諸島への進出を示す資料

所蔵：沖縄県公文書館
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